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ポイント ① インプットとアウトプットを一挙にできる、画期的テキスト 

 

本講座のテキストは、見開きで 

（左ページ）「○×式の肢別問題」 

（右ページ）「まとめ図表」 

というレイアウトにしています。これにより、 

①〇×問題で間違えたものを、まとめ図表でインプットできる ②まとめ図表で覚えたものを、

〇×問題で確認する ということができます。 

受験において必要な知識のインプット・アウトプットをこの一冊で完了できるでしょう。 

 

 

ポイント ② こだわったのは学習の効率化 

 
 
＜午前の部＞ 
 
 平成 30 平成 31 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 

Ａランク 
（70％以上） 

２２ １９ ２４ ２９ ３０ ２７ ２５ ２６ 

Ｂランク 
（40％以上） 

１２ １４ １１ ６ ４ ６ ９ ８ 

Ｃランク 
（39％以下） 

１ ２ ０ ０ １ ２ １ １ 

 
 
＜午後の部＞ 
 
 平成 30 平成 31 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 

Ａランク 
（70％以上） 

２０ １３ １６ １０ ２１ １７ １５ １４ 

Ｂランク 
（40％以上） 

１１ １６ １５ ２３ １２ １７ １９ １８ 

Ｃランク 
（39％以下） 

４ ６ ４ ２ ２ １ １ ３ 

 
 

＜合格のために必要なこと＞ 

Ａ全部 ＋ Ｂ半分 
 

（合格者の声） 

ジャストサイズのテキスト 

私は択一ターゲット攻略講座を受講しました。教材の量もコンパクト、受講開始時は「このテ

キスト量だけでいいのかな、、」と思ってしまうほどまとまっています。しかし、とにかく何度

もテキストを回すことが自分の得点アップに直結しているのが実感できたので、ジャストサイ

ズの教材でした。 
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ポイント ③ もっとこだわったのは、記憶の定着化 

 

①「講義内で問題を解く、その後、その部分の説明を受ける」 

→ 自分のできないところがわかるから、今記憶すべきところが明確になる 

 

②インプットとアウトプットが一体化している 

→「問題を解いて」「講義で説明を聞いて」、「復習時に問題を解く」というプロセスを踏むこと

によって、1 つの知識に 3 回あたることができる。 

 

③結論の説明をする講義でなく、その考え方・理由付けにこだわった根本の講義 

→ 印象深く知識を入れることができる。 

 

ポイント ④ 択一ターゲット攻略講座を使った学習戦略 

 

                   １２月末       ３月末        

 

 

択一ターゲット（講義）       実力養成編    ファイナル編・模試 

                      ＋ターゲット教材  ＋ ターゲット教材 

                                ＋ 過去問１回し ※ 

        １回転             １～２回転      ２～３回転 

 

※ 直前期まで過去問集に触れる必要はありません。 

直前期に，どの年度を解くべきかは「会社法・商登法の講義の最終回」で説明します。 

 

 

            １０月半ば   １２月末       ３月末        

 

 

イン 

プット 

 

     （理想は２回） 

演習 

   

     １週間で２問  １週間で２問     １週間で２問 

          オーソドックス  本試験よりやや易   本試験並 

 

＜記述の解き方マスター講座＞ 

この講座では、記述の解き方を学習し、それを問題を使って、実践演習を通して身につけてい

きます。講義では、解き方はもちろんのこと、実体法の知識の確認、記述テクニックも説明し

ていきます。この講座をこなすことによって、「解き方」「知識」が固まっていき、年明け以降

の記述学習の核を作ることができるでしょう。 

記述の解き方 

マスター講座 ※ 

 

実力養成編 ファイナル編 

公開模試 

頻出論点 

記述編 
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2026 年択一ターゲットの特徴 
 

１．択一・記述編，全科目一斉配信。自分のペースで、直ぐに学習できる 

 

この講座は、原則，2025 年目標に収録した講義を配信します。そのため、申し込み後すぐに，

すべての科目を受講できます。 

 

一括配信だから、 

 

◆早いうちに弱点科目を強化したい 

◆特定科目の実力を底上げしたい 

 

早期の弱点対策など、受講生一人ひとりのニーズに応えられます！ 

 

２．２０２６年対策を別途収録，本試験傾向を踏まえた傾向分析、対策講義 

 

 ２０２５年用対策の講義を配信していますが，これとは別に２０２５年傾向分析講義・対策

講義を実施します。 

これは，「２０２５年用の講義では，時間をかけなかった部分」でも「２０２６年対策として

はしっかり準備すべき部分」を抽出して，その部分をしっかりと説明する講座です。 

これにより，２０２６年対策用の講義として十二分に活用できるようになります。 

 

 

３．改正対策について 

 

 ① 明らかに制度がなくなる部分については，問題等を削除 

 

 ② 使用法について，「」で説明 
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＜ひな形テンプレート集＞について 

 

◆キホンひな形◆ 及ぼす変更 

 

 
１番   
抵当権Ｂ            

２番                         
抵当権Ｘ 
   （土地全体に設定）        
                   Ｃ 
 

（事実関係） 

令和２年７月１日，Ｂ及びＣは，１番抵当

権の効力をＣの単独所有権の全部に及ぼさ

せるため，Ｃが平成 20 年８月１日に取得し

た共有持分相当部分を目的として抵当権追

加設定契約を締結した。 

登記の目的  １番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更 

原   因  平成 20 年６月１日金銭消費貸借 

令和２年７月１日設定 

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｃ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ｃの甲土地甲区３番の登記識別情報又は登記済証） 

印鑑証明書（Ｃの市町村長作成の印鑑証明書） 

登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報（Ｘの承諾書） 

代理権限証明情報（Ｂ及びＣの委任状） 

登録免許税  金 1,500 円（登録免許税法第 13 条第２項） 

 

□ 及ぼす変更の登記を申請するに際して提供すべき登記識別情報は，新たに抵当権の効力が

及ぼされる持分についてのもののみで足りる。 

□ 及ぼす変更の登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者が

ない場合に限り，付記登記によって申請することができる。 

 

＜及ぼす変更登記ができる場合＞ 

 

① 追加設定である 

② 追加設定の目的物が所有権等の権利または共有持分の一部である。 

③ 既登記の目的物は，②の権利の残部（又はその一部）である。 

④ ②及び③の目的物の権利者が同一人である。 

 

＜キホンひな形の変形＞ 

 

事 例 修正が必要な個所 及び 表現 

甲・乙・丙共有の不動産について甲の持分のみにＡ

を抵当権者とする抵当権設定登記がなされた後，甲

が乙の持分を取得して甲・丙共有の不動産になった

場合において，甲が乙から取得した新たな持分につ

いてもＡの抵当権の効力を及ぼしたとき 

目的 ○番抵当権の効力を甲持分全

部に及ぼす変更 

 

 

２分の１ Ｃ 

２分の１ Ａ 



ＬＥＣ東京リーガルマインド 複製・頒布を禁じます 

6 

１．事  取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行 

１．登  平成○年○月○日発行 

 第１回新株予約権 

  新株予約権の数 

   １００個 

  新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法 

   普通株式 ５０００株 

 （登記事項の記載を省略） 

１．税  ９万円（取得条項付株式の一部を取得する場合における２回目以後の新株予約権

の発行による登記にあっては，３万円）（登録税別表 1，24，(1)ヌ，ツ） 

 

＜必要な手続き及びチェック事項＞ 

取得日の決定 

（注） 

１ 決議権限 

株主総会普通決議（取締役会設置会社にあっては取締役会決議） 

↓  

株券提供公告 

現に株券を発行している株券発行会社においては株券提供公告が必要

（会社 219Ⅰ①） 

→ 公告媒体は適法か・１か月以上の期間を設けているかを確認 

↓  

財源規制 分配可能額は適法に存在するか（会社 170Ⅴ） 

（注）会社が別に定める一定の日が取得事由とされている場合を前提とする 

取得事由が定款に定められている場合には，その事由の発生を確認すること 

 

＜必要な手続き及び添付書類＞ 

 添付書類 添付が要求される場合 

取得日の決定 

（注） 

取締役会設置会社でない 

→ 株主総会議事録＋株主リスト 

取締役会設置会社    

→ 取締役会議事録 

会社が別に定める一定の日が取

得事由とされている場合 

株券提供公告 

株券提供公告をしたことを証する書

面（商登 62） 

株券発行会社で，一部でも株券

を「発行している」場合 

株式の全部について株券を発行して

いないことを証する書面（商登 62） 

株券発行会社で，（株式の全部に

ついて）株券を「発行していな

い」場合 

財源規制 
分配可能額が存在することを証する

書面（商登規 61Ⅹ） 
━━━━ 

その他 
当該新株予約権の内容の記載がある

定款等 

取得によって初めてする新株予

約権の発行による登記の場合 

（注）取得事由が定款に定められている場合には，取得事由の発生を証する書面（商登 59Ⅰ①）

を添付する 
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第１編 株式会社 

【設立手続概略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款の作成，認証 

設立時発行株式に関する事項の

決定 

発起人による株式の引受け 

変態設立事項についての検査役の調査（及び裁判所による変更） 

発起人による出資の履行 

発起人による設立時募集株

式に関する事項の決定 

設立時募集株式の引受けの申

込みをしようとする者への通知 

引受けの申込み 

設立時募集株式の割当て 

設立時募集株式の引受人の確

定 

設立時募集株式の引受人によ

る払込み 

創立総会・種類創立総会の招

集 

創立総会による設立時役員等

の選任 

設立時募集株式

の 

総数引受契約の締結 

発起人による 

設立時役員等の選任 

 

設立時代表取締役等の選定 

 

設立時取締役等による設立に関する事項の調査 

 

 設立に関する事項の調査結

果の創立総会への報告 

設立登記・会社成立 

 

 

 

＜ 発 起

設立＞ 

 

＜ 募 集

設立＞ 

 

 

（26・30

Ⅰ） 

 

 

（

32） 

 

 

 

（25Ⅱ・32

Ⅰ） 

 

 

 

（

33） 

 

 

 

 

（

34） 

 

 

 

 （57

・58） 

 

 

 

 

（5

9Ⅰ） 

 

 

 

 

 

（59

Ⅲ・Ⅳ） 

 

 

 

 

 

（

60） 

 

 

 

 

 

（

62） 

 

 

 

 

 

 

（

63） 

 

 

 

 

 

 

（65・85

Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

（

88） 

 

 

 

 

 

 

 

（ 47

・48） 

 

 

 

（ 46

・93） 

 

 

 

 
（93

Ⅱ・96） 

 

 

 

 

（911Ⅰ・

49） 

 

 

（

61） 

 

 

 

 

 

 

（38

～41） 
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【株式に関する事項の決定】 

（会社法） 

1 設立時発行株式の数は，発起設立の場合には，発起人の全員の同意に
よって定めるが，募集設立の場合には，創立総会の決議によって定め
る。〔22-27-ウ〕 
 

 × 

2 定款の作成後に，設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定め
るには，発起人が数人あるときは，その過半数の同意を得なければな
らない。〔14-28-ウ〕 
 

 × 

3 設立時募集株式の払込金額は，当該募集ごとに，均等に定めなければ
ならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

4 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において，設立時発
行株式の数を定款で定めていないときは，発起人は，設立時募集株式
に関する事項を定める時までに，その全員の同意によって，定款を変
更して設立時発行株式の数の定めを設けなければならない。 

〔28-27-ア〕 

 × 

5 発起人は，一定の日までに設立の登記がされない場合において，設立
時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは，
その旨及びその一定の日を，発起人全員の同意によって定めなければ
ならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

（商業登記法） 

6 当該設立が発起設立である場合において、定款に設立時発行株式と引換
えに払い込む金銭の額の定めがなく、後にこれを定めたときは、設立の
登記の申請書には、これを定めるにつき発起人全員の同意があったこと
を証する書面を添付しなければならない。［令5-29-エ］ 
 

 〇 

7 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立
時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び
設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定
めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人
全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。［令
4-28-ウ］ 
 

 〇 

8 募集設立において，当該設立の登記の申請書には，資本金及び資本準
備金の額に関する事項を定めた発起人の全員の同意があったことを証
する書面を添付しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

9 設立しようとする会社の定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準
備金の額に関する事項についての定めがない場合において，当該株式
会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しな
いときは，設立の登記の申請書には，当該事項について発起人全員の
同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 

［令3-28-ウ］ 

 〇 

10 設立時発行株式を発行する場合には，設立の登記の申請書に設立時発
行株式の払込金額の記載がされている定款を添付することを要する。 

〔3-37-3（24-28-ア）〕 
 

 × 

11 設立時募集株式の数及びその払込金額その他の設立時募集株式に関す
る事項を定めた場合，当該設立の登記の申請書には，設立時募集株式
の数及びその払込金額その他の設立時募集株式に関する事項を決定し
たことを証する書面として，創立総会議事録を添付しなければならな
い。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
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12 発起設立の場合も，募集設立の場合も，発起人が割当てを受ける設立
時発行株式の数の記載が定款にあるときは，これを定める発起人全員
の同意を証する書面を別途添付する必要はなく，定款の記載を援用す
れば足りる。〔17-30-イ〕 
 

 〇 

13 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において，
発起人が割当てを受ける設立時発行種類株式が，定款において当該種
類株式の内容の要綱を定めているものであるときは，設立の登記の申
請書には，当該種類株式の内容を定めた発起人全員の同意書を添付し
なければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

14 当該設立が発起設立であり，発起人がＡ及びＢのみである場合におい
て，Ａ及びＢの同意により，各発起人が割当てを受ける設立時発行株
式の数を10 株ずつとしつつ，これと引換えにＡが払い込む金銭の額を
100 万円，Ｂが払い込む金銭の額を50 万円とそれぞれ定めたときは，
その旨のＡ及びＢの同意があったことを証する書面を添付しても，設
立の登記を申請することはできない。〔30-29-ア〕 

 × 

 

【株式に関する事項の決定】 

 設立時発行株式に関する事項の決定 

（会社32Ⅰ） 

設立時募集株式に関する事項の決定 

（会社58Ⅰ） 

定める事項 

①発起人が割当てを受ける設立時発行

株式の数 ★1 

 

 

②①と引換えに払い込む金銭の額 

★2.6 

 

③成立後の株式の資本金及び資本準備

金の額に関する事項 ★8.9 

①設立時募集株式の数 

（設立しようとする株式会社が種類株式

発行会社である場合にあっては，その種

類及び種類ごとの数。） 

②設立時募集株式の払込金額（設立時募集

株式１株と引換えに払い込む金銭の額

をいう。）  ★11 

③設立時募集株式と引換えにする金銭の

払込みの期日又はその期間（払込期日又

は払込期間） ★7 

④一定の日までに設立の登記がされない

場合において，設立時募集株式の引受け

の取消しをすることができることとす

るときは，その旨及びその一定の日★5 

定める方法 
・定款 ★12 

・発起人の全員の同意   ★4.10 

・発起人の全員の同意  

※ 定款で定めるわけではない  

発行条件 

の均等 
不要 ★14 必要（会社58Ⅲ）（注） 

 

（注）設立時募集株式の払込金額その他の募集の条件は，当該募集（設立しようとする株式会社

が種類株式発行会社である場合にあっては，種類及び当該募集）ごとに，均等に定めなけれ

ばならない（会社 58Ⅲ）。★3 

 

□ 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において，発起人が割当てを受

ける設立時発行株式が会社法 108 条３項前段の規定による定款の定めがあるものであるとき

は，発起人は，その全員の同意を得て，当該設立時発行株式の内容を定めなければならない

（会社 32Ⅱ）。★13 

【出資の履行手続】 
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1 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には，発起人は，

当該出資の履行をしていない発起人に対して，期日を定め，その期日

までに当該出資の履行をしなければならない旨を当該期日の２週間前

までに通知しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

2 発起人は，設立時募集株式を，申込者が引き受けようとする設立時募

集株式の数に応じて，均等に割り当てなければならない。 

〔28-27-イ〕 

 

 × 

3 発起人は，総数引受契約の場合を除いて，設立時募集株式と引換えに

する金銭の払込みの期日の前日又はその期間の初日の前日までに，設

立時募集株式の申込者に対し，当該申込者に割り当てる設立時募集株

式の数を通知しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

4 発起人は，設立時募集株式の一部の割当てを受けることはできるが，

設立時募集株式の全部の割当てを受けることはできない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 
設立時募集株式の割当て
先には，特に制限はない 

5 株式会社が募集株式を引き受けようとする者と総数引受契約を締結す

る場合，募集株式を引き受けようとする者は１名でなければならない。

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
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【出資の履行手続】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１） 
① 発起人が，設立時募集株式の割当てを受けて，引き受けることができ，発起人が設立時募

集株式の全てを引き受けることもできる。★4 
 
② 発起人は，申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め，かつ，その者に割

り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において，発起人は，当
該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を，申込みの数よりも減少することができる。
★2 

 
③ 発起人は，総数引受契約の場合を除いて，設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの

期日の前日又はその期間の初日の前日までに，設立時募集株式の申込者に対し，当該申込
者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。★3 

 
（注２） 

募集株式を引き受けようとする者は一人であることを要せず，二人以上を相手方として契
約を締結することも可能である（別冊商事法務No295Ｐ56）。★5 

 

＜募集設立・原則＞ ＜募集設立・例外＞ ＜発起設立＞ 

発起人全員の同意による設

立時発行株式に関する事項

の決定（会社 32Ⅰ） 

 

①発起人全員の同意による設立時発行株式（発起人が引

き受ける株式）に関する事項の決定（会社 32Ⅰ） 

申込みをしようとする者に対する

通知(会社 59Ⅰ) 

総数引受契約の締

結(会社 61)(注２) 

申込者から発起人に対する申込書

面の交付（会社 59Ⅲ） 

発起人による割当ての決定 

→ 通知（会社60Ⅱ）（注１） 

引受後遅滞なく全額の払込

み・現物出資財産全部の給付

(会社 34Ⅰ)  

（注２） 

発起人が定めた払込期日又は払込期間内に全額の払込みをす

る（会社 63Ⅰ） 

出資未履行者に対して，発起

人は一定の期日までに履行

すべき旨を通知 

（会社 36Ⅱ）★1 

期日までに出資の履行をし

なかった者は失権（会社 36Ⅲ） 
払込期日又は払込期間内に払込みをしなかった引受人は当然

に失権する（会社 63Ⅲ） 

②発起人全員の同意による設立時募集株式に関する事項

の決定（会社 58ⅠⅡ） 
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【発起人と設立時募集株式の引受人の比較】 

1 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合

において，当該発起人に対し，期日を定め，当該期日までに出資の履

行をしなければならない旨の通知がされたときは，当該期日までに出

資の履行をしなかった発起人は，株主となる権利を失う。 

〔20-28-オ〕 

 〇 

2 株式会社（種類株式発行会社を除く。）の募集設立の場合において，設

立時募集株式の引受人のうち払込期日に払込金額の全額の払込みをし

ていない者があるときは，発起人は，当該引受人に対し，別に定めた

期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければなら

ず，その通知を受けた当該引受人は，その期日までに当該払込みをし

ないときは，当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主とな

る権利を失う。〔25-27-エ〕 

 

 × 

3 募集株式の引受人の一部が出資の履行をしないときは，株式会社は，

当該引受人に対して，期日を定め，その期日までに当該出資の履行を

しなければならない旨を，当該期日の２週間前までに通知しなければ

ならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

※ 

4 株式会社の設立に際して，現物出資をする発起人は，設立時発行株式

の引受け後遅滞なく，その引き受けた設立時発行株式につき，その出

資に係る現物出資財産の全部を給付しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

5 発起人全員の同意があれば，出資に係る現物出資財産の給付は，株式

会社の成立後にすることができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

6 発起人は，出資の履行をした日に，出資の履行をした設立時発行株式

の株主となる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

7 設立時募集株式の全額の払込みをした当該設立時募集株式の引受人

は，株式会社のその本店の所在地における設立の登記がされた時に，

設立時発行株式の株主となる。 

 ○ 

※ 出資の履行をしないときは，当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利

を直ちに失う 

 

【株式引受と利益相反】 

1 甲株式会社の募集設立に際し，設立時発行株式を引き受ける者となっ

た乙株式会社の代表取締役と甲株式会社の発起人とが同一である場合

には，甲株式会社の設立の登記の申請書に会社法第356 条に規定する

承認をした旨の乙株式会社の取締役会議事録を添付することを要す

る。〔3-37-1，23-29-イ，令3-28-オ〕 

 

 × 

2 甲株式会社の募集設立に際し，設立時発行株式を引き受ける者となっ

た乙株式会社の代表取締役と甲株式会社の発起人とが同一である場合

には，甲株式会社の設立の登記の申請書に会社法第356条に規定する承

認をした旨の乙株式会社の取締役会議事録を添付することを要する。

 〔３-37-１（23-29-イ）〕 

 × 
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【発起人と設立時募集株式の引受人の比較】 
 

 発起人 設立時募集株式の引受人 

出資の履行時期 
設立時発行株式の引受け後遅滞

なく（会社34）（※） 

払込期日又は払込期間内 

（会社63Ⅰ） 

失 権 
他の発起人の催告により失権

（会社36Ⅲ）★1 

当然に失権（会社63Ⅲ） 

★2.3 

設立時発行株式の

株主となる時期 

株式会社の成立の時 

(会社50Ⅰ)★6 

株式会社の成立の時 

（会社102Ⅱ）★7 

 

※ 設立時の現物出資 

 

 

    現物出資 

発起人      会社 

給付をすべ

き時期 

設立時発行株式の引受け後遅滞なく 

（会社34Ⅰ）★4.5 

対抗要件を

備える時期 

発起人全員の同意があるときは，株式会社の

成立後にすることができる（会社34Ⅰ但書） 

 

 

【株式引受と利益相反】 

 
 
甲株式会社  発起人Ａ 
（設立手続） 
 
   株式引受 
 
乙株式会社 代表取締役Ａ 
（引受人） 
 

募集設立の際において，設立時発行株式の引受けが会社法356 

条の利益相反取引に該当する場合であっても，株式会社の設

立の登記の申請書には，当該他の株式会社において利益相反

取引の承認を受けたことを証する書面を添付することを要し

ない（会社47Ⅱ参照，昭61.9.10 民四6912 号）。★1 

※ 募集株式発行でも同様の先例がある 

  （昭61.9.10民四6912号）★2 
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【設立時募集株式の引受けの申込みの無効又は取消しの主張の制限】 

1 設立時募集株式の引受人は，創立総会においてその議決権を行使した

後であっても，株式会社の成立前であれば，詐欺又は強迫を理由とし

て設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。〔令3-27-イ〕 

 

 × 

2 発起人は，株式会社の成立後は，詐欺又は強迫を理由として設立時発

行株式の引受けの取消しをすることができないが，錯誤を理由として

設立時発行株式の引受けの取消しをすることはできる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

3 募集設立の場合において，設立時募集株式の引受けの申込みをする意

思がないにもかかわらず，当該申込みをした者は，当該株式会社が当

該申込みに係る意思表示が表意者の真意ではないことを知っていたと

きは，当該申込みに係る意思表示の無効を主張することができる。〔ｵﾘ

ｼﾞﾅﾙ〕 

 × 

 

【払込みに関する発起設立と募集設立の違い】 

1 発起人は，払込みの取扱いをした銀行，信託会社その他これに準ずる

ものとして法務省令に定めるものに対し，発起設立の場合には，払い

込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求する

ことができないが，募集設立の場合には，当該証明書の交付を請求す

ることができる。〔22-27-イ（令5-27-エ）〕 

 

 〇 

2 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において，発起人が

引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを受け

た銀行は，当該株式会社の成立前に発起人に払込金の返還をしても，

当該払込金の返還をもって成立後の株式会社に対抗することができな

い。 〔29-27-ア〕 

 

 × 
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【設立時募集株式の引受けの申込みの無効又は取消しの主張の制限】 

○＝主張可  ×＝主張不可 

 

 
会社成立前かつ議決権行使前 会社成立後又は議決権行使後 

錯誤，詐欺，強迫  
○ 

（会社51Ⅱ・102Ⅵ） 

   × ★1.2 

（会社51Ⅱ・102Ⅵ） 

意思無能力 

行為能力の制限 

詐害行為取消 

○ ○ 

心裡留保 

通謀虚偽表示 

   × ★3 

（会社51Ⅰ・102Ⅴ） 
   × ★3 

 
 

【払込みに関する発起設立と募集設立の違い】 
      ○＝必要 ×＝不要 

 
発 起 設 立 募 集 設 立 

① 払込取扱機関での払込み（会社34Ⅱ・63Ⅰ） ○ ○ 

② 払込金保管証明（会社64Ⅰ）★1 （注） × ○ 

③ 会社法64条２項の適用   ★2 （注） × ○ 

 
（注）会社法64条の内容 

 

    １００万出資 

発起人         銀行 

      通謀 

 

       2000万請求 

取締役    

証明書を交付した銀行等は、 

・ 当該証明書の記載が事実と異なる

こと 

又は 

・ 払い込まれた金銭の返還に関する

制限があることをもって 

成立後の株式会社に対抗することが

できない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

保管証明書 

当行は，2000 万保

管しています。 

Ａ銀行 
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【出資の履行完了の証明（募集設立・募集株式の発行・合同会社の設立との比較）】 

1 発起設立及び募集設立のいずれの場合においても，発起人は，設立時

発行株式についての出資に係る払込みを，発起人が定めた銀行等の払

込みの取扱いの場所においてしなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

2 発起設立の場合も，募集設立の場合も，設立の登記の申請書には，払

込みがあったことを証する書面として，設立時代表取締役の作成に係

る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に預金通帳の写しを

合綴したものを添付することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

3 募集設立において，設立時募集株式の引受人が設立時募集株式の払込

金額の全額の払込みを行った場合，設立の登記の申請書には，払込取

扱機関が作成した払込金保管証明書を添付しなければならない。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 

4 株式会社の設立の登記に関して，当該設立が発起設立であり，設立し

ようとする会社が監査役設置会社である場合において，出資として金

銭の払込みがされたときは，設立の登記の申請書に，設立時監査役の

作成に係る金銭の払込みがあったことを証する書面を添付して，設立

の登記の申請をすることができる。 〔29-28-ウ〕 

 

 × 

5 募集設立の方法による株式会社の設立の登記において，払込金のうち

発起人の出資の履行部分については、金銭の保管に関する証明書に代

えて、払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通

帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機

関に払い込まれた金銭を証明する書面を添付して、設立の登記を申請

することができる。［令4-28-エ］ 

 

 × 

6 当該設立が発起設立であり、設立の登記の申請書に払込みがあったこ

とを証する書面として発起人名義の預金通帳の写しを添付する場合、

代表者の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面

に預金通帳の払込金額に相当する額が入金された事実を確認できる箇

所を添付すれば、併せて発起人名義の預金通帳であることが確認でき

る箇所を添付することを要しない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

 

【定款認証と他の手続きとの先後関係】   

1 発起設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社で

ある場合において，公証人による定款の認証を受ける前に設立時発行株

式の引受け並びに設立時取締役及び設立時監査役の選任が行われてい

るときは，その後に定款の認証がされたとしても，設立の登記の申請は

受理されない。〔28-29-オ〕 

 

 × 

2 司法書士：  合てつ書面における預金通帳の写しに記録されている預

金口座への入金の日付が，定款の作成日後，その認証日より前のもので

ある場合には，当該合てつ書面は，出資履行書面とすることができます

か。〔25-29-イ〕 

補助者：  定款は公証人の認証を受けなければ効力が生じませんの

で，当該預金口座への入金の日付が定款の認証日より前のものである場

合には，当該書面は，出資履行書面とすることができません。 

 × 
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【出資の履行完了の証明（募集設立・募集株式の発行・合同会社の設立との比較）】 

 

会社の種類 

・局面 

論点 

株式会社 
合同会社 

の設立 募集設立 発起設立 募集株式の発行 

払込取扱機関への払

込みの義務 

あり 

（会社34Ⅱ） ★1 

あり 

（会社208Ⅰ） 
なし 

払込取扱機関の払込

金保管証明の義務 

あり 

（会社64Ⅰ） 
なし  

金銭出資の履行の完

了を証する添付書面 

払込金 

保管証明書 

★2.3.5 

払込みがあったことを証する書面  

（注） 

(商登47Ⅱ⑤括

弧書) 

(商登47Ⅱ⑤,会社34Ⅰ)(商登56②,会社208Ⅰ) 

(商登117,会社578) 
 

（注）【発起設立における「払込みがあったことを証する書面」の具体的内容】 

 

① 払込金受入証明書 

② 設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金

額を証明する書面に，次の書面のいずれかを合てつしたもの（合てつ書面） ★4 

 ⅰ 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し（表紙と該当頁） 

 ⅱ 取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面 

 

＜上記に関する見解＞ 

□ 発起人名義の預金通帳の写しを申請書に添付する場合には、代表者の証明書に預金通帳の

該当箇所を添付するだけでは足りず、発起人の氏名が確認できる表紙の部分等、発起人名

義の預金通帳であることが確認できる箇所も併せて添付しなければならない（詳解商登・

上[第３版]Ｐ638）。★6 

 

【定款認証と他の手続きとの先後関係】 

 

原則的な流れ 
払込み金額を   → 認証 → 出資の履行 → 役員選任  

定めた定款を作成  

先例が許容し

ている流れ 

払込み金額を        → 出資の履行 → 役員選任 → 認証  

定めた定款を作成  

 

＜上記に関する先例＞ 

□ 発起設立において，定款の認証前に株式の引受け及び役員の選任を行った場合，その後に

定款の認証を受けたときは，当該設立の登記を申請することができる（昭31.5.19民四103

号）。 ★1 

 

□ 定款認証日前であっても，払込金額が記載された定款の作成日より後の日付をもって払い

込まれた事実が判明するときには，客観的に発起人間で内部的に払込額についての意思が

形成されたものと認めることができるから，当該合てつ書面を出資履行書面とすることが

できる（昭31.5.19民四103号）。 ★2 
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【合綴書面について】 

1 株式会社の設立が発起設立であり、添付書面の記載から発起人及び設

立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかであ

る場合において、発起人及び設立時取締役以外の者名義の預金口座に

出資に係る金銭が払い込まれたときは、当該設立の登記の申請書には、

発起人が当該預金口座の名義人に対して払込金の受領権限を委任した

ことを明らかにする書面を添付しなければならない。 

〔令6-29-イ〕 

 〇 

2 株式会社の設立の登記の申請書に当該株式会社に対する払込みを証す

る書面として添付すべき預金通帳の写しは，その記載された入出金の

履歴から払込金額に相当する額が口座に入金された事実を確認するこ

とができるだけでは足りず，払込期日又は登記申請日においてその口

座に払込金額相当額の残高があることを確認することができるもので

なければならない。〔20-34-エ〕 

 

 × 

3 発起設立の場合，当該設立の登記の申請書には，当該株式会社に対す

る払込みがあったことを証する書面として，一定の日に払込みを受け

た口座にある金額が存在することを証明する残高証明書を添付しなけ

ればならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

4 司法書士：  合てつ書面における預金通帳の写しに係る預金口座が設

立時代表取締役名義のものであっても，当該合てつ書面は，出資履行

書面とすることができますか。 

補助者：  合てつ書面における預金通帳の写しに係る預金口座は，設

立中の会社を代表する発起人の名義のものでなければならず，当該設

立時代表取締役が発起人でない場合には，当該設立時代表取締役の名

義の預金通帳の写しに係る当該合てつ書面は，出資履行書面とするこ

とができません。［25-29-ウ］ 

 

 × 

5 司法書士：  次に，払込金額が1,000 万円とされている場合について

考えてみましょう。合てつ書面における預金通帳の写しには，預金口

座の現在残高としては1,000 万円の記録があるものの，預金通帳の繰

越しがされ，入金の記録を合算しても，900 万円分しかないとします。

このような場合には，当該合てつ書面は，出資履行書面とすることが

できますか。 

補助者：  合てつ書面における預金通帳の写しは，当該預金口座に

1,000 万円が払い込まれた事実が明らかとなるものでなければなりま

せんので，当該写しにおいて1,000 万円に相当する金額の入金の記録

の一部が欠落している場合には，当該合てつ書面は，出資履行書面と

することができません。［25-29-エ］ 

 

 ○ 

6 司法書士：  合てつ書面における預金通帳の写しには，払込金額であ

る1,000 万円に相当する金額の入金の記録はあるものの，設立の登記

の申請の前日に100 万円の出金記録があるため，当該預金口座の現在

残高としては900 万円の記録しかないとします。このような場合には，

当該合てつ書面は，出資履行書面とすることができますか。 

補助者：  合てつ書面における預金通帳の写しは，払込金額である

1,000 万円に相当する金額の入金の記録があるものであれば，引き出

しの記録があるために当該預金口座の残高としては1,000 万円に満た

ない記録しかないものであっても，当該合てつ書面は，出資履行書面

とすることができます。［25-29-オ］ 

 ○ 
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7 当該設立が発起設立であり，発起人がＡ株式会社及びＢ株式会社のみ

である場合において，Ａ株式会社及びＢ株式会社が両社の代表取締役

を兼務する Ｃ名義の預金口座に出資に係る金銭を払い込んだときは，

Ｃが設立する会社の設立時取締役でないとしても，各発起人がＣに対

して払込金の受領権限を 委任したことを証する書面を添付して設立

の登記を申請することができる。〔30-29-イ〕 

 × 

 

【合綴書面について】 

 

 

 

 

 

 

  ＋ 

 

 

論点 結論 

証明書の 

作成権者 

設立時代表取締役（設立時

代表執行役）の作成 
〇 

設立時監査役の作成 × 

預金口座の名義 

１発起人 〇 

２設立時取締役 
〇         （注

1）★4.7 

３上記1，2以外の第三者 

（平29.3.17民商41号） 

条件つき〇 

（注2） 

（注1）発起人が当該者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面（委任状）

を併せて添付することを要する。なお，当該委任は発起人のうち一人からの委任で足りる。

★1 

（注2）発起人及び設立時取締役の「全員」が日本国内に住所を有していない場合に限る。★7 

 

状況 登記申請 

口座通帳の写しではなく，残高証明書を添付すること ×（注） 

預金通帳の繰越しがされているために入金の記録の一部が欠落してお

り，入金の記録の合算額が出資の履行額に満たない場合 

×★5 

（ハンドブックp112） 

（注）記載された履歴から払込金額に相当する額が口座に入金された事実を確認することがで

きなければならず，一定の日に当該口座にある金額があることを証明する残高証明書では

足りない。★3 

 

状況 登記申請 

登記申請日において，その口座に払込金額の一部がない場合 
〇 （注） 

★6 

設立中の会社に払い込まれた金銭について，これを直ちに設立事務所

の賃料のために支出していた場合（ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸp113）。 
〇 

（注）記載された入出金の履歴から払込金額に相当する額が口座に入金された事実を確認する

ことができれば足りる。★2 

証明書 

口座通帳 
の写し 
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【払込取扱機関の該当の有無】 

1 当該設立が発起設立である場合において，出資として金銭の払込みが
されたときは，金銭の払込みがあったことを証する書面として，設立
時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い
込まれた金額を証明する書面に，銀行法に規定する銀行が銀行法の規
定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した外国における当該銀
行の支店の口座の預金通帳の写しを合てつしたものを添付することが
できる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 

 

【設立時役員等の選任・解任方法】 

（会社法） 

1 設立時取締役は，発起設立の場合には，発起人の全員の同意によって
選任されるが，募集設立の場合には，創立総会の決議によって選任さ
れる。〔22-27-エ（59-30-4，8-27-5）〕 
 

 × 

2 Ａ，Ｂ及びＣが発起設立の方法によってＤ株式会社（以下「Ｄ社」と
いう。）の設立を企図している場合，Ｄ社が監査等委員会設置会社及び
種類株式発行会社でなく，かつ，単元株式数を定款で定めていない場
合において，ＡがＤ社の出資の履行がされた設立時発行株式100株のう
ち60株を有するときは，Ａは，単独で，設立時取締役の選任及び解任
を行うことができる。〔21-27-3〕 
 

 〇 

3 募集設立の場合，設立時取締役は，発起人の議決権の過半数により選
任する。〔8-27-5（17-28-オ，22-27-エ）〕 
 

 × 

4 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合，設立時
会計監査人の選任は，発起設立においては発起人の議決権の過半数，
募集設立においては創立総会で決定する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

5 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において，定款で設
立時取締役を定めたときは，当該設立時取締役として定められた者は，
当該定款につき公証人の認証を受けた時に，設立時取締役に選任され
たものとみなされる。〔29-27-イ〕 

 

 × 

6 発起設立において，発起人が設立時監査役を解任するときは，発起人
の議決権の過半数をもって決定する。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
 

7 発起設立の場合，設立時取締役及び設立時監査役の解任は発起人の議
決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
 

8 発起設立の場合，設立時取締役の解任は，発起人全員の同意によって
しなければならない。〔23-27-ウ〕 

 × 

9 株式会社（種類株式発行会社を除く。）の発起設立の場合には，発起人
は，会社の成立の時までの間，その議決権の３分の２以上に当たる多
数をもって，その選任した設立時監査役を解任することができる。 

〔25-27-ウ〕 
 

 〇 

（商業登記法） 

10 募集設立による設立の登記の申請書には，設立時取締役の選任に関す
る書面として，発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する
書面を添付しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
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11 定款で設立時取締役を定めた場合，その者を取締役とする設立の登記
を申請することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

12 発起人が設立時取締役及び設立時監査役を選任した場合には，発起人

の全員が同意した旨記載された選任書を添付しなければならない。 

〔6-33-4（18-30-ウ，24-28-オ）〕 

 × 

13 発起設立においても，募集設立においても，会社の設立時取締役及び
設立時監査役を定款で定めた場合，設立時取締役及び設立時監査役の
選任を証する書面として，その定款を添付することができる。 

〔9-28-1（17-30-ア）〕 

 〇 

14 株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会計参与設置会 
社の定款に設立時会計参与を定めなかった場合には、当該設立の登記
の申請書には、設立時会計参与の選任につき発起人全員の同意があっ
たことを証する書面を添付しなければならない。［令6-29-エ］ 
 

 × 

【払込取扱機関の該当の有無】 

内国銀行の日本国内本支店（例：東京銀行の大阪支店） ○※1 

内国銀行の海外支店   （例：東京銀行のニューヨーク支店） ○※2 

外国銀行の日本国内支店 （例：ニューヨーク銀行の東京支店）★1 ○※1 

外国銀行の海外本支店  （例：ニューヨーク銀行のボストン支店） × 

※1 従前からＯＫ 

※2 平28.12.20民商179号によりＯＫ 

 

【設立時役員等の選任・解任方法】 

設立時役員等（会社 39Ⅳ） 

＝ 設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役）・設立時監査役 

設立時会計参与・設立時会計監査人 

 

 発起設立 募集設立 

選任 

① 発起人の議決権の過半数 

（会社40ⅠⅡ）★1.2.4.12.14 

 

② 定款による直接選任（会社38Ⅳ） 

（注）★11.13 

① 創立総会の決議（会社88Ⅰ） 

★1.3.4.10.12 

 

② 定款による直接選任★11.13 

 

解任 

原則 
発起人の議決権の過半数 

（会社40Ⅰ・43Ⅰ） ★7.8 

創立総会の決議（会社 91） 

例外 

設立時監査等委員である取締役 

設立時監査役の解任の場合 

→発起人の議決権の３分の２以上に

当たる多数 

（会社43Ⅰ括弧書）★6.7.9 

（注）出資の履行が完了した時に，それぞれ設立時取締役，設立時会計参与，設立時監査役又

は設立時会計監査人に選任されたものとみなされる（会社38Ⅳ）。★5 
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【設立時代表取締役等の選定及び解職（発起設立・募集設立共通）】 

（会社法） 

1 設立しようとする会社が取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を
除く。）である場合には，設立時取締役は，その過半数をもって設立時
代表取締役を選定しなければならない。〔23-27-エ〕 
 

 〇 

2 設立しようとする会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を
除く。)である場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締役
を選定したことを証する書面として、取締役会の議事録を添付しなけ
ればならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合，設立
時監査等委員である設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定す
ることができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 
 

4 設立時取締役は，株式会社の成立の時までの間，その過半数をもって
設立時代表取締役を解職することができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

（商業登記法） 

5 発起設立において，設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会
社である場合，当該設立の登記の申請書には，設立時執行役の選任に
関する書面として，設立時取締役の過半数の一致があったことを証す
る書面を添付しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

 
6 

教授： 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合，
設立時代表取締役を選定したときは，当該設立の登記の申請書
に，設立時代表取締役の選定に関する書面として添付しなけれ
ばならない書面は何ですか。 

  

学生： 設立時代表取締役の選定に関する書面として，設立時取締役
の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければな
りません。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

7 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社以外の取締役会設
置会社である場合，設立時代表取締役を選定したときは，当該設立の
登記の申請書に，設立時代表取締役の選定に関する書面として，設立
時取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければ
ならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

8 取締役会設置会社でない株式会社の定款に取締役の互選により代表取
締役１名を選定する旨の定めはあるものの，設立時代表取締役の選定
に関する定めがない場合，当該設立の登記の申請書には，設立時代表
取締役の選定について設立時取締役の過半数をもって決定したことを
証する書面を添付しなければならない。〔21-28-オ，令3-28-イ〕 
 

 × 

9 発起設立において，特別取締役を選定した場合，当該設立の登記の申
請書には，設立時取締役の一致を証する書面を添付しなければならな
い。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 × 

10 株式会社が設立に際して，定款に特別取締役による議決の定めを設け
ようとする場合，当該設立の登記の申請書には，特別取締役の選定に
関する書面として，発起人の過半数の一致があったことを証する書面
を添付しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 
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11 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合，設立
の登記の申請書には，設立時執行役の選任に関する書面として，設立
時取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければ
ならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 

 

【設立時代表取締役等の選定及び解職（発起設立・募集設立共通）】 

 

  
取締役会を置かない株式会社 

取締役会設置会社 

( 指名委員会等設置会社を除く) 

定める方法に関

する定款の定め 

なし 
発起人による選定 

（会社88Ⅰ） 

設立時取締役による互選 

（会社47）★2.6.7 （注1） 

あり 

以下のいずれかの方法を定款上定め、その方法により選定する 

①直接定款に設立時代表取締役を定める 

②発起人の選定により定める旨の規定を設ける 

③創立総会の決議による旨の規定を設ける（募集設立に限る） 

④設立時取締役の過半数の決定による旨の規定を設ける 

上記の方法での定めが

されない場合 

設立時取締役全員が設立時代 

表取締役となる（会社349Ⅰ） 
━━━━ （注2） 

 

（注 1）株式会社の成立の時までの間，設立時取締役の過半数をもって解職可能（会社 47ⅡⅢ）

★4 

（注 2）設立しようとする株式会社が取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く。）であ

る場合には，設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合

にあっては，設立時監査等委員である設立時取締役を除く。★3）の中から株式会社の設立に

際して代表取締役となる者を選定しなければならない（会社 47Ⅰ）★1 

 

<まとめ> 

発起人の議決権の過半数 
(定款に直接定めた場合を除く) 

発起人の過半数 
（定款に直接定めた場合を除く） 

「設立時取締役」の過半数 

・設立時取締役の選任 
・設立時会計参与の選任 
・設立時監査役の選任 
・設立時会計監査人の選任 
（会社 40ⅠⅡ） 
 
（募集設立の場合において
は，設立時取締役等の選任は，
創立総会の決議か，定款に直
接定める方法による） 

・特別取締役の選定★9.10 
(特別取締役による議決の定

めを設ける旨の決定) 
 
 
・一定の場合，設立時代表取

締役の選定（上記の図） 

・設立時委員の選定 
・設立時執行役の選任★5.11 
・設立時代表執行役の選定 
・一定の場合，設立時代表取

締役の選定（上記の図） 

（注） 

（状況） 定款 「代表取締役は取締役の互選で定める」 

（論点） 「設立時代表取締役を設立時取締役の互選で決めることができるか」 

（結論） 

×（登記情報 540-19） ★8 
※設立時代表取締役の選定に関する定款の定めを置く場合には，明確に，「設

立時代表取締役」の文言を用いたうえで，当該定めを定款の附則などの形で
独立に規定しておくことが望ましい（同実例）。 

（理由） 
定款では取締役の互選を認めている。取締役と設立時取締役は別の概念であ
る。 
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【就任承諾書の添付の要否】 

1 当該設立が発起設立であり，設立時取締役を定款で定めた場合は，そ

の者 が発起人以外の者であっても，当該設立の登記の申請書には，当

該設立時取 締役が就任を承諾したことを証する書面を添付すること

を要しない。〔31-28-イ〕 

 

 × 

2 株式会社の設立の登記の申請書に添付する設立時取締役の就任承諾書

は，他の書面をもって援用する旨の申請書への記載により，添付を省

略できる場合がある。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

3 発起人が定款において設立時取締役に選任されている場合，設立の登

記の申請書に当該定款をもって援用する旨を記載することにより，当

該設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の添付を省略する

ことができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 

 

【株式会社の設立登記申請における就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書】 

1 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において，定款の定

めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したと

きは，設立の登記の申請書には，設立時取締役による互選を証する書

面に押された設立時取締役の印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明

書を添付しなければならない。〔19-32-ア〕 

 

 × 

設立の登記にお

いては,当該印

鑑証明書の添付

は要しない 

2 取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く。）を設立する場合に

は，設立の登記の申請書には，設立時代表取締役の就任承諾書に押さ

れた印鑑につき市町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はな

い。〔19-32-イ〕 

 

 × 

3 株式会社の定款に取締役会設置会社である旨の定めはなく，かつ，監

査役を置く旨の定めがある場合，当該設立の登記の申請書には，設立

時取締役及び設立時監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑

について市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 

〔21-28-イ〕 

 × 

4 発起設立において，設立しようとする会社が取締役会設置会社以外の

株式会社である場合，当該設立の登記の申請書には，設立時取締役が

就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証

明書を添付しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 

 

【創立総会の招集】 

1 設立時株主は，設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又

はその期間の末日のうち最も遅い日以後，遅滞なく，創立総会を招集

しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 

 

【創立総会の権限】 

1 募集設立の場合，発起人は，会社の設立に関する事項を創立総会に報

告しなければならない。〔8-27-4〕 

 

 〇 

2 創立総会において，変態設立事項を変更する定款の変更決議をした場

合には，当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は，当

該決議後２週間以内に限り，その設立時発行株式の引受けに係る意思

表示を取り消すことができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 
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【就任承諾書の添付の要否】 

事例 
就任承諾書を別途作成

する必要性 

定款において取締役

を具体的に定めた場

合 

定款において発起人を定めている場合（被

選任者が定款に署名又は記名押印してい

る） 

×  

（商事法務1245-23） 

★2.3 

発起人以外の者を定めている場合 
〇 

★1 

設立時役員等を選任したある発起人の一致を証する書面に被選任

者が就任承諾をした旨の記載があり，かつ，被選任者自身の記名

押印がある場合 

× 

（商事法務1245-24， 

登記研究536-70） 

 

【株式会社の設立登記申請における就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書】 

 取締役会を置かない株

式会社となる会社 

取締役会設置会社となる

会社 

商登規 61 条６項 

設立時に｢選任に関する書面｣の印鑑

について，印鑑証明書の添付が必要と

される者 

× ★1 

（商登規 61Ⅵ参照） 

商登規 61 条４項（５項） 

設立時に「就任承諾書」の印鑑につい

て，印鑑証明書の添付が必要とされる

者 

設立時取締役 ★3.4 

（商登規 61Ⅳ前段） 

設立時代表取締役 ★2 

(指名委員会等設置会社で

は，設立時代表執行役) 

（商登規 61Ⅴ・Ⅳ前段） 

 

【創立総会の招集】 

招集時期 
設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間の末日

のうち最も遅い日以後，遅滞なく， 

招集権者 発起人（会社65Ⅰ・58Ⅰ③）★1 

 

【創立総会の権限】 

通 則 
会社法に規定する事項及び株式会社の設立の廃止，創立総会の終結その他株式会

社の設立に関する事項に限り，決議をすることができる（会社66）（注） 

詳 細 

① 設立に関する事項の報告を発起人から受けること（会社87Ⅰ）★1 

② 発起人から調査書類の提出又は提供を受けること（会社87Ⅱ） 

③ 設立時取締役，設立時会計参与，設立時監査役又は設立時会計監査人の選任

及び解任をすること（会社88Ⅰ・91） 

④ 設立時取締役（設立しようとする会社が監査役設置会社である場合にあって

は，設立時取締役及び設立時監査役）による設立手続の調査報告（会社93Ⅱ）

を受けること 

 

（注）－創立総会において変態設立事項が変更された場合（募集設立の場合のみ）－ 

創立総会において，変態設立事項を変更する定款の変更の決議がされた場合には，当該創立総会にお

いてその変更に反対した設立時株主（株式会社の成立の時に株主となる発起人又は設立時募集株式の引

受人）は，当該決議後２週間以内に限り，その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すこと

ができる（会社97）。★2 
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【創立総会で決議することができる事項】 

1 創立総会においては，招集の通知に，会議の目的たる事項として定款

変更が記載又は記録されなくても，その決議をすることができる。 

〔61-35-5（58-32-エ，26-27-エ）〕 

 

 〇 

2 創立総会においては，その招集通知に設立の廃止の議題の記載又は記

録がない場合でも，設立の廃止の決議をすることができる。 

〔15-29-ウ（26-27-エ）〕 

 

 〇 

 

【創立総会の決議要件】 

1 創立総会において設立時取締役を選任するには，すべての設立時株主
の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し，出席した設立時株主
の議決権の過半数をもって行わなければならない。〔15-29-イ〕 
 

 × 

2 当該設立が募集設立である場合において，定款に設立時役員の定めが
ないときは，設立の登記の申請書には，議決権を行使することができ
る設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し，出席し
た当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選
任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならな
い。〔29-28-ア〕 
 

 × 

3 当該設立が募集設立である場合において、議決権を行使することがで
きる設立時株主の議決権の3 分の2 を有する設立時株主が出席し、出
席した当該設立時株主の議決権の3 分の2 に当たる多数をもって商号
を変更する旨の定款変更の創立総会の決議をしたときは、設立の登記
の申請書に、当該創立総会の議事録を添付して、変更後の商号による
設立の登記の申請をすることができる。［令5-29-ウ］ 
 

 × 
 

4 募集設立により設立しようとする会社が，その発行する全部の株式の
内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要す
る旨の定款の定めを設ける定款の変更を行うには，設立時株主全員の
同意を得なければならない。〔20-28-エ（23-27-オ）〕 
 

 × 

5 募集設立において，設立しようとする株式会社が種類株式発行会社で
ある場合，定款を変更してある種類の株式を全部取得条項付種類株式
とする定款の定めを設けるときは，全部取得条項を付される種類の設
立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会において
議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって，
当該設立時種類株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行
わなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

6 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合，定款を変
更してある種類の株式の内容として株式の譲渡制限に関する定めが設
定されたときは，これに反対した設立時種類株主は，当該種類創立総
会の決議後２週間以内に限り，その設立時発行株式の引受けに係る意
思表示を取り消すことができる。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 
 

 〇 

7 募集設立において，設立しようとする株式会社が種類株式発行会社で
ある場合，定款を変更して，ある種類の株式の内容として株式の譲渡
制限に関する定めを設けるときは，当該定款の変更は，当該種類株式
を取得対価とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主を構
成員とする種類創立総会の決議を経なければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 〇 
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【創立総会で決議することができる事項】 

 
目的である事項 目的とされていない事項 

原則 決議できる（会社73Ⅳ本文） 決議できない 

例外 ━━━━━━ 
① 定款の変更★1 

② 設立の廃止（会社73Ⅳ但書）★2 

 

【創立総会の決議要件】 

 決議要件 

創

立

総

会  

原 則  

当該創立総会において議決権を行使することができる

設立時株主の議決権の過半数であって，出席した当該設

立時株主の議決権の３分の２以上に当たる多数 

（会社73Ⅰ）★1.2.3 

発行する全部の株式の内容と

して譲渡制限規定を設ける定

款の変更 

当該創立総会において議決権を行使することができる

設立時株主の半数以上であって，当該設立時株主の議決

権の３分の２以上に当たる多数（会社73Ⅱ）★4 

発行する全部の株式の内容と

して取得条項付株式について

の定款の定めを設け，又は変

更する場合（廃止を除く。） 

設立時株主全員の同意（会社73Ⅲ） 

種

類

創

立

総

会 

原則 

議決権を行使することができる設立時種類株主の議決

権の過半数であって，出席した当該設立時種類株主の議

決権の３分の２以上に当たる多数による 

（会社85Ⅱ） 

ある種類株式を譲渡制限株式

とするための種類創立総会の

場合（注1） 
議決権を行使することができる設立時種類株主の半数

以上であって，当該設立時種類株主の議決権の３分の２

以上に当たる多数による（会社85Ⅲ）（注2）★5 ある種類株式を全部取得条項

付種類株式とするための種類

創立総会の場合（注2） 

 

（注 1）当該種類創立総会で，当該定款の変更に反対した設立時種類株主は，当該種類創立総会

の決議後２週間以内に限り，その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すこと

ができる（会社 100Ⅱ）。★6 

 

（注 2） 

募集設立において，設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合，定款を変更

して，ある種類の株式の内容として株式の譲渡制限に関する定め，全部取得条項に関する定め

を設けるときは， 

①当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主 

②当該種類の株式を取得対価とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主★7 

③当該種類の株式を取得対価とする定めがある取得条項付株式の設立時種類株主を構成員

とする種類創立総会の決議がなければ，その効力を生じない（会社 100Ⅰ各号・108Ⅰ④・Ⅱ

⑤ロ・⑥ロ）。 
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【設立時取締役等の調査】 

1 弁護士の証明を受けたことにより当該証明を受けた現物出資財産に係

る定款の記載事項について検査役の調査が不要となる場合，設立時取

締役及び設立時監査役は，当該証明が相当であることを調査しなけれ

ばならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

2 募集設立の場合，設立時取締役及び設立時監査役は，発起人による出

資の履行が完了していることを調査しなければならないが，発起設立

の場合においては，設立時取締役及び設立時監査役は，発起人による

出資の履行が完了していることを調査することを要しない。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 
 

3 発起設立の場合において，設立時取締役及び設立時監査役は，設立に

関する調査を終了した場合であっても，当該調査事項について法令若

しくは定款に違反し，又は不当な事項があると認めるときを除き，発

起人に通知することを要しない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

4 発起設立の場合において，設立時取締役は，会社の設立手続を調査し

た結果，当該手続が法令又は定款に違反していないものと認める場合

であっても，調査結果を発起人に通知しなければならない。 

〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 
 

5 募集設立における設立時取締役は，その選任後，会社の設立の手続を

調査した結果，その手続が法令又は定款に違反していないものと認め

る場合であっても，その調査結果を創立総会に報告しなければならな

い。〔20-28-ア〕 

 

 〇 

6 募集設立において，設立時取締役及び設立時監査役は，設立事項に関

する調査により，法令若しくは定款に違反し，又は不当な事項がある

と認めるときに限り，当該調査の結果を創立総会に報告しなければな

らない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 
 

7 設立時取締役及び設立時監査役の全部が発起人から選任された場合，

現物出資財産等について定款に記載された価額が相当であることを調

査する者を，創立総会で選任しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

 

8 定款に変態設立事項についての記載があり，設立時取締役の全員が発

起人である場合において，創立総会の決議により設立時取締役及び設

立時監査役による調査事項について調査する者を選任したときは，株

式会社の設立の登記の申請書には，創立総会により選任された者によ

る調査報告を記載した書面を添付しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 × 
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【設立時取締役等の調査】 

 調査事項（会社46Ⅰ・93Ⅰ）（注１） 
通知・報告先 

どういうときに 誰に 

発

起

設

立 

①現物出資財産等について検査役の調査を要し

ない場合（会社33Ⅹ①②）において，定款に

記載又は記録された当該財産の価額の相当性 

 

②現物出資財産等について弁護士等の証明を受

けた場合（会社33Ⅹ③）においての，当該証

明の相当性 ★1 

 

③出資の履行が完了していること ★2 

 

④①から③に掲げる事項のほか，株式会社の設

立手続が法令又は定款に違反していないこと 

法令若しくは定

款に違反し，又

は不当な事項が

あると認めると

き  

★3.4 

発起人 

（会社46Ⅱ） 

（注２） 

募

集

設

立 

①現物出資財産等について検査役の調査を要しない

場合（会社33Ⅹ①②）において，定款に記載又は記

録された当該財産の価額の相当性 

 

②現物出資財産等について弁護士等の証明を受けた

場合（会社33Ⅹ③）においての，当該証明の相当性 

★1 

 

③発起人による出資の履行及び会社法63条１項の規

定による払込みが完了していること ★2 

 

④①から③に掲げる事項のほか，株式会社の設

立の手続が法令又は定款に違反していないこ

と 

調査が終わった

ら必ず（上記の

ように不当と認

める事項がなく

とも）★5.6 

創立総会 

（会社93Ⅱ） 

（注３） 

 

（注１）裁判所が選任した検査役の報酬は設立時取締役及び設立時監査役の調査事項ではない。 

 

（注２）設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には，調査を終了したと

きはその旨を，上記の通知をしたときはその旨及びその内容を，設立時代表執行役に通知

しなければならない（会社 46Ⅲ）。 

 

（注３）設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては，設

立時取締役及び設立時監査役）の全部又は一部が発起人である場合には，創立総会にお

いては，その決議によって，調査をする者を選任することができる（会社 94Ⅰ）★7 

→ 会社法 94 条１項の規定により創立総会の決議で選任された者の調査報告を記載した

書面は添付することを要しない（商登 47Ⅱ参照，平 18.3.31 民商 782 号第２部第 1.2⑶

ｳ(ｱ)）。★8 

 

    

 



ＬＥＣ東京リーガルマインド 複製・頒布を禁じます 

30 

【株式会社の通常の設立登記申請における「調査報告書」の添付】 

1 現物出資の目的たる財産が市場価格のある有価証券である場合におい

て，定款に定めた価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定

める方法により算定されるものを超えないときは，株式会社の設立登

記の申請書に，設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した

書面を添付することを要しない。〔6-33-2（23-29-ウ）〕 

 

 × 

2 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超え

ない場合には，設立の登記の申請書に，設立時取締役（設立する株式

会社が監査役設置会社である場合にあっては，設立時取締役及び設立

時監査役）の調査報告を記載した書面を添付することを要しない。 

〔26-29-ア〕 

 

 × 

3 株式会社を設立する場合に本店の所在地においてする設立の登記の申

請書の添付書面に関し，定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録

がないときは，申請書には，設立時取締役の調査報告を記載した書面

及びその附属書類を添付することを要しない。〔24-28-エ〕 

 

 〇 

4 設立しようとする株式会社が監査役設置会社以外である場合，申請書

に記載する設立手続終了の年月日が添付書面から判明しないときは，

定款に変態設立事項についての記載がないときであっても，当該設立

の登記の申請書には，設立時取締役の調査報告を記載した書面を添付

しなければならない。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 × 

5 発起設立においても，募集設立においても，検査役の報告に関する裁

判があったときは，その謄本を添付しなければならない。 

〔9-28-4（13-31-ウ，26-29-ウ）〕 

 

 〇 

6 監査役設置会社ではない株式会社の設立において，定款に変態設立事

項の記載がない場合，当該設立の登記の申請書には，設立時取締役の

調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しな

い。〔ｵﾘｼﾞﾅﾙ〕 

 

 〇 

7 設立時取締役及び設立時監査役による変態設立事項の調査について

は，株式会社の設立登記の申請書に，設立時取締役及び設立時監査役

の全員の調査報告を記載した書面を添付しなければならない。 

〔6-33-5（60-40-2）〕 

 

 〇 

8 募集設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社で

ある場合において，設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監

査役による調査報告を記載した書面の添付を要するときは，創立総会

に出席した設立時取締役及び設立時監査役のみが作成したものを添付

すればよい。〔28-29-ア，令6-29-ウ〕 

 

 × 
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【株式会社の通常の設立登記申請における「調査報告書」の添付】 

 
定款に変態設

立事項の記載

「なし」 

定款に変態設立事項の記載「あり」 

検査役が「選任されなかっ

た」 
検査役が「選任された」 

「調査報告書」の

添付 

（商登 47Ⅱ③イ） 

要しない 

★3.4.6 

設立時取締役（及び設立時

監査役）の調査報告書及び

その附属書類★1.2 （注） 

検査役の調査報告書及び

その附属書類★5 

（注）設立登記申請書に添付する設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面（会

社 47 Ⅱ③イ）は，設立時取締役及び設立時監査役の全員によるものでなければならない（昭

35.12.16 民甲 3139 号参照）。★7.8 調査報告義務の懈怠の責任（会社 53 Ⅰ）は，過失のあ

った設立時取締役又は設立時監査役のみが負うことから，設立時取締役及び設立時監査役の

全員が各自でしなければならないと解されるからである。 

 

                                 調査報告書 
     令和○年○月○日○○商事株式会社（設立中）の取締役及び監査役に選任された 
  ので、会社法第４６条の規定に基づいて調査をした。その結果は次のとおりである。 
                                   調査事項 
   １ 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項（会社法第３３条第１０項第１

号及び第２号に該当する事項） 
     定款に定めた、現物出資をする者は発起人○○であり、出資の目的たる財産、その

価額並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のとおりで
ある。 

      イ ○県○市○町○番○号 宅地 ○○㎡ 
        定款に記載された価額 金○○円    
        これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株 
      ロ ○○株式会社普通株式 ○○株 
        価額 金○○円 
        これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株 
      ① 上記イについては、時価金○円と見積もられるべきところ、定款に記載し 
     た評価価額はその約４分の３の金○円であり、これに対し割り当てる設立時 
     発行株式の数は○○株であることから、当該定款の定めは正当なものと認め 
     る。 
    ② 上記ロにつき、当該有価証券の価額は、時価○円以上であり、当該定款の 
     定める価額は相当であることを認める。 
     ハ ○県○市○町○番○号 宅地 ○○㎡ 
        定款に記載された価額 金○○円 
        これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株 
        会社法第３３条第１０項第３号の規定に基づく弁護士の証明書及び不動産 
     鑑定士の鑑定評価書を受領しており、これを調査した結果、正当であること 
     を認める。 
   ２ 発起人○○の引受けに係る○株について、令和○年○月○日現物出資の目的たる財

産の給付があったことは、別紙財産引継書により認める。 
   ３ 令和○年○月○日までに払込みが完了していることは株式会社○○銀行の払 
    込金受入証明書により認める。 
   ４ 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反していないことを認 
    める。 
    上記のとおり会社法の規定に従い報告する。 
 
         令和○年○月○日               ○○商事株式会社 
                                         設立時取締役 ○○ 太郎  
                                         同      ○○ 一郎  
                                         同      ○○ 次郎  
                     設立時監査役 ○○ 花子  
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＜最後に＞ 

この講座が最も大切にしているのは、「効率の良さ」です。 

勉強時間が限られている受験生が、1冊でインプットもアウトプットも完結で

きるように，長い年月をかけて作り込んできた、私（根本）が自信をもってお

届けするテキストです。 

 

多くの受験生が、「まんべんなく勉強したはずなのに、結局どれも身につかな

かった」という悩みを抱えています。 

そうした現状に気づき、この講座では“とにかく出題されるポイントだけに集

中する”というスタイルを貫いてきました。 

インプットとアウトプットを厳選し、無駄のない学習ができるように仕上げて

います。 

 

目指すのは、単なる基礎固めではありません。 

「基本は確実に押さえ、応用も半分以上」取れる力をつけて、択一でコンスタ

ントに27〜28問以上を取れるよう導く内容です。 

 

インプットがつい疎かになってしまう方。 

アウトプットばかりしてしまう方。 

とにかく時間がなく、効率を求めている方。 

 

そんな方にこそ、ぜひこの講座を受けてみていただきたいと思っています。 
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